「台湾嘉義市・嘉義大学及び韓国釜山広域市とのスポーツ・文化・観光交流促進事業委託業務」

【様式３-２】
委 任 事 項



１　「台湾嘉義市・嘉義大学及び韓国釜山広域市とのスポーツ・文化・観光交流促進事業委託業務」に関して、当企業体を代表して委託者である野球文化交流促進実行委員会と折衝する権限

２　本件に関する提案、見積り及び契約手続きに関する一切の権限

３　委託業務代金及び前払金の請求及び受領に関する一切の権限

４　その他業務に関して、諸届、諸報告の提出に関する一切の権限



使 用 印




